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影智を受ける企業：株式会社科学飼料研究所 ， . M .'. ....... . 
:： ... 受領なし・.・.... ※受取有りの場合
．．、口 5.0万円以下． ． • ' •• , • • • ••• ・::・_口平成27年度．．．
口 5.0万円超~!S.00万円以下 口平成28年度 9｝．口平成;;e年度□ 500万円超

影響rを受ける企業：＇ペーリンガーインゲルハイムペトメディカジャ
...J 受領なし• • . . • ...... • ・..'・.:_・: 炭受取有りの場合．

• □ 50万円以下 ．． ． ｝、且認旦謬□ :50万円超½500万円以下
. D 500万円超 ' • • •• ••••• ロ••••平成29年度・

議題3:動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部
影蓉を受ける企業：・ 日本全薬工業株式会社

~-·.. ・.. ・, .. ． ．． ．，．． ．． 受領なし・:・;・..: ・, ,•. • •• , ＇〈※受取有りの場合
□ 5.0万円以下.・.・・・.':: , ・., ・:・・., ・ロ• 平成27年度．．

.. /.} □平成2~年度口 50万円超~590万円以下 ， 
D 5.00万円超. ::・,・ 

’□ 平成28年度

影響を受ける企業：・共立製薬株式会社
ぜ受領なし ．，．．．． ．：．．．．：※受取有りの場合・
□ 50万円以下.... • • ・.: ．．．．．・ロ..平成27年度：．

且悶翌霜!?~万円以下 ｝且二塁：：
影響を受ける企業：ヤフジタ製薬株式会社
g受領なし 、※受取有りの場合
口 50万円以下＇．
[)., 50万円超~500万円以下．． ． 

. D 50d万円超：・,_.• 
｝ 且ご塁旦昇

D平成29年度
影響を受ける企業：田村製薬株式会社 ' • 沼、'.. • .'•, •• ,・:・::.・, :・. ・・:・・'  
・．．．＇受領なし・・,::・..: ,... ' ※受取有りの場合
□ 50万円以下， ．．，． ．．： ．・•口平成27年度
口 ·so万円超~500万円以下 9 □ 平成2.8年度
D. 500方円超，:'' ' . • ..... ・・.・・'o'・ 平成2.9年度

※申告対象期間ば、過去3年度分とし［も受取額の多い年度につ

I業及暉合企業に対して上記の申告内容について照$ • •• . ' 

平成 i<t-年 I I月2ワ日 ， 9 

零氏名 ふ位庫咋
・・. ・.・....'2/3・... ・: ..... 



別添様式5 提出対象： 29.12.1開催 動物用医薬品等部会

農林水産省 動物医薬品検査所技術指導課

齋藤宛て FAX 042-321-1769 

藁事・食品衛生響議会薬事分科会

藁事分科会規租第 11条への遍合状況の確認について

薬事分科会（部会、訓査会含む）への参加について、薬事分科会規程第 11

条への適合状況を、以下のとおり回答いたします。

団藁事に関する企業（町）の役員又は職員ではない。

口薬事に関する企業叩）から定期的に報酬を得る顧問等(※2)に

就任していない。

団その他、薬事関係企業との間で審議の公平さに疑念を生じさ

せる特別の利害関係を有していない。
（遍合している項目にはチェック）

(※1)薬事に関する企業とは｀次のいずれかに該当する企業をいう。

①医薬品、医療機器、再生医療等製品等の製造販売業の許可を取得して

いる企業。

②治験を実施しているなど、将来的に医薬品、医療機器、再生医療等製

品等の製造販売業の許可を受けることが見込まれる企業。

(※2)該当例：嘱託医、開発アドパイザー、技術指導又は助言を行うこと等に

ついて、個別の業務実績によらず、一定期間分の報酬（年額0万円、月

額 x万円等）を受領する契約を結ぶ場合。

なお、単回の助言業務や会謙出席等の業務実績に応じた報酬を定める

契約を結ぶ場合については、定期的に輻酬を得る顧問等への就任には該

当せず、当該報酬は寄付金、契約金等として申告する。

祖 v?年／／月2 日

胆」ぶだ）且条戻利財奏

麟 iーりに
氏 釦（目暑願います）

（参考）藁事分科会規穫第 11条

委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬車に関する企業の役員、職員又は当験企業か

ら定期的に輻酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない。



（別紙） 農林水産省動物医薬品検査所企画運絡室技術指導課齋藤宛て

回答表
FAX 042-321-1769 

薬事分科会における寄付金・契約金等受取（割当て）額申告書
（平成29年12月1日動物用医薬品等部会）

寄附金・契約金等の受取（割当て）額について、以下のとおり回答する。

平成29年12月1日開催の動物用医薬品等部会での審議事項に関係する
品目及び企業並びに影響を受ける企菓

議題1:動物用医薬品の製造販売承認の可否等について

企業1名（申請企業）：千寿製薬株式会社

受領なし
50万円以下

口 50万円超-500万円以下
口 500万円超

企業名（競合企業）：なし

議題2:動物用生物学的製剤基準の一部改正について

影響を受ける企業株式会社微生物化学研究所

位受領なし ※受取有りの場合
口 50万円以下 D 平成27年度

且認翌贔500万円以下 ｝且謬塁ぽ
シ警を受ける企業： 一般財団法人化学及血清療法研究所

受領なし ※受取有りの場合
口 50万円以下 □ 平成27年度
口 50万円超-500万円以下 ｝ 口平成28年度
口 500万円超 D 平成29年度

復屁受ける企業： ゾエティス・ジャパン株式会

受領なし ※受取有りの場合
□ 50万円以下 口平成27年度
D 50万円超-500万円以下 ｝ 口平成28年度
口 500万円超 口平成29年度

合
度
度
度

場
年
年
年

の
7
8
9

り
2
2
2

有
成
成
成

取
平
平
平

受※

0
ロロ｝

 

影臀を受ける企業ワクチノーバ株式会社

受領なし
D 50万円以下

且悶召悶五500万円以下 ｝ 
1/2 

※受取有りの場合
□ 平成27年度
□ 平成28年度
口平成29年度

2/2 



2017.11.24 9:56 P. 1 

影響を受ける企業：株式会社科学飼料研究所

印受領なし ※受取有りの場合
□ 50万円以下 口平成27年度

月認翌晶ご00万円以下 ｝ け塁塁塁塁
影響を受ける企業： ベーリンガーインゲルハイムベトメディカジャパン

受領なし ※受取有りの場合
□ 50万円以下 D 平成27年度

□ 50万円超-500万円以下 ｝ 口 平 成28年度
□ 500万円超 □ 平成29年度

議題a:動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正について

影『~~;:~環： 日本全薬工業株式会社

□ 50万円以下 ｝ ※受取有りの場合
□ 平成27年度

D 50万円超-500万円以下 口 平 成28年度
□ 500万円超 □ 平成29年度

影せ響を受ける企業： 共立裂薬株式会社

受領なし
□ 50万円以下
D 50万円超-500万円以下
□ 500万円超

合
度
度
度

場
年
年
年

の
7
8
9

り
2
2
2

有
成
成
成

取
平
平
平

受※
ロ
ロ
ロ｝

 "を受ける企業フジタ製薬株式会社

受領なし
D 50万円以下

且認翌誓00万円以下 ｝ 
環を受ける企業：田村製薬株式会

※受取有りの場合
D 平成27年度
D 平成28年度
□ 平成29年度

受領なし
0 50万円以下
□ 50万円超-500万円以下

□ 500万円超 ｝ 
※受取有りの場合
D 平成27年度
□ 平成28年度

□ 平成29年度

※申告対象期間は、過去3年度分とし、最も受取額の多い年度について回答する。

審議参加に関する確認事項（平成20年12月19日薬事分科会確認）に基づき、申請企
業及び競合企業に対して上記の申告内容について照会することについて、同意します。

平成 ,2'/年 II 月;J), 日

御氏名 兌も 互
2/2 



2017年11月208.11峙17分

別添様式5

全晨チ奇ン7-ズ（株） NO. 5959 P. 5/5 

提出対象： 29.12.1開催動物用医薬品等部会

農林水産省動物医薬品検査所技術指導課

齋藤宛て FAX 042-321-1769 

薬事・食品衛生審議会薬事分科会

薬事分科会規程第 11条への適合状況の確認について

薬事分科会（部会｀調査会含む）への参加について、薬事分科会規程第 11

条への適合状況を、以下のとおり回答いたします。

守に関する企業（町）の役員又は職員ではない。
2 ・事に関する企業叩）から定期的に報酬を得る顧問等叩）に

ぇ任していない。
の他、薬事関係企業との問で審議の公平さに疑念を生じさ

せる特別の利害関係を有していない。
（適合している項目にはチェック）

(※1)薬事に関する企業とは、次のいずれかに該当する企業をいう。

①医薬品、医療機器、再生医療等製品等の製造販売業の許可を取得して

いる企業。
②治験を実施しているなど、将来的に医薬品、医療機器、再生医療等製

品等の製造販売業の許可を受けることが見込まれる企業。

(※2)該当例：嘱託医、開発アドバイザー、技術指専又は助言を行うこと等に

ついて、個別の業務実績によらず~ 一定期間分の報酬（年額0万円、月

額x万円等）を受領する契約を結ぷ場合。

なお、単回の助言業務や会護出席等の業務実績に応じた報酬を定める

契約を結ぶ場合については、定期的に報酬を得る顧問等への就任には該

当せず、当該報酬は寄付金、契約金等として申告する。

（参考）薬専分科会規租第 11条，

平成2-/年II月大日

所属合農召vlろご0年）

職名見務如砕倍

氏名 ーに→Et危之――
（自署瓢います）．

委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業か

ら定期的に報酬を得る頑l11l等に就任した場合には、辞任しなければならない。



2017年11月20811峙17分 全[チ午ン7-ズ(株) NO. 5959. P. 3/5 

（別紙） 農林水産省動物医薬品検査所企画連絡室技術指導課齋藤宛て

回 答表
FAX 042-321-1769 

薬事分科会における寄付金・契約金等受取（割当て）額申告書
（平成29年12月1日動物用医薬品等部会）

寄附金・契約金等の受取（割当て）額について、以下のとおり回答する。

平成29年12月1日開催の動物用医薬品等部会での審議事項に関係する'
品目及び企業亜びに影響を受ける企業

議題1: 動物用医薬品の襲造販売承認の可西等について

企業名（申請企業）：千寿製薬株式会社

受領なし
□ 50万円以下
□ 50万円超-500万円以下

口 500万円超

企業名（競合企業）：なし

合
度
度
度

場
年
年
年

の
7
8
9

り

2
2
2

有
成
成
成

取
平
平
平

受※
ロ
ロ
ロ｝

 
議題2:動物用生物学的襲剤基準の一部改正について

影響／を受ける企業：株式会社微生物化学研究所

受領なし ※受取有りの場合
□ 50万円以下 D 平成27年度

且悶翌犀、500万円以下 ｝月謬翡悶
影響応受ける企業: ..:....,，般財団法人化学及血清療法研究所

受領なし
□ 50万円以下
口 50万円超-500万円以下

□ 500万円超

合
度
度
度

場
年
年
年

の
7
8
9

り
2
2
2

有
成
成
成

麟
平
平
平

※

D
口
D｝

 
浅受ける企業： ゾエティスジャパン株式会社

，・ 受領なし ※受取有りの場合
□ 50万円以下 D 平成27年度

且［霊霜500万円以下 ｝且謬盟悶
影胃を受ける企業；ワクチノーバ株式会社

9 受領なし

□ 50万円以下 ． 

D 50万円超-500万円以下

□ 500万円超 ｝ 
※受取有りの場合
□ 平成27年度
□ 平成28年度
D 平成29年度

. ,~ 



2017年11月20811月17分 全晨チネンH(株） NO. 5959 P. 4/5 

影響を受ける企業：株式会社科学飼料研究所

U受領なし ※受取有りの場合
D 60万円以下 □ 平成27年度

且t霊贔500万円以下 ｝月悶塁::
影署を受ける企業： ベーリンガーインゲルハイムベトメディカジャパン株式会社

げ受領なし ※受取有りの場合
D・50万円以下 • 口平成27年度

且［雲畠500万円以下 ｝日謬塁悶
議題3:動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正について

影響を受ける企業： 日本全薬工業株式会社

受領なし
□ 50万円以下、
□ • 50万円超;._.,500万円以下
□ 500万円超 ｝ 

※受取有りの場合
、口平成27年度'
口平成28年度
D 平成29年度

影響を受ける企業：共社製薬株式会社

u受領なし ． 

□ 50万円以下

月［雲霜500万円以下 ｝ 
※受取有りの場合
口平成27年度
□ 平成28年度
D 平成29年度

影響を受ける企業：フジタ製薬株式会社

U、受頷なし

□ 50万円以下
口 50万円超-500万円以下
口 500万円超

影響を受ける企業： 田村製薬株式会社

亙受領なし
□ 50万円以下
口 50万円超-500万円以下
口 500万円超

※受取有りの場合

｝且認猛t
0 平成29年度

合
度
度
度

讐
悶

翌
応
血

麟
平
平
平

※
口

D
E
-

｝
 ※申告対象期間は、過去3年度分とし、最も受取額の多い年度について回答する。

審議参加に関する確認事項（平成20年12月19日薬亭分科会確認）に基づき、申請企
業及び競合企業に対して上記の申告内容について照会することについて` 同意します。

平成汀年!/月 :w日

御氏名」二厨祁至:z___

~/~ 
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別添様式5

翡先：匪検

提出対象： 29.12.1開催動物用医薬品等部会

農林水産省動物医薬品検査所技術指導課
齋藤宛て FAX 042-321-1769 

薬事・食品衛生審議会薬事分科会

薬事分科会規程第 11条への適合状況の確認について

薬事分科会（部会、調査会含む）への参加について、薬事分科会規程第 11

条への適合状況を、以下のとおり回答いたします。

四薬事に関する企業国）の役員又は職員ではない。

戸薬事に関する企業国）から定期的に報酬を得る顧問等(※2)に

就任していない。 • 
頂その他、薬事関係企業との間で審議の公平さに疑念を生じさ

せる特別の利害関係を有していない。
（適合している項目にはチェック）

(※1)薬事に関する企業とは、次のいずれかに該当する企業をいう。

①医薬品、医療機器、再生医療等製品等の製造販売業の許可を取得して

いる企業。

②治験を実施しているなど、将来的に医薬品、医療機器、再生医療等製

品等の製造販売業の許可を受けることが見込まれる企業。

(※2)該当例：嘱託医、開発アドバイザー、技術指導又は助言を行うこと等に

ついて、個別の業務実績によらず、一定期間分の報酬（年額〇万円、月

額X万円等）を受領する契約を結ぶ場合。

なお、単回の助言業務や会犠出席等の業務実績に応じた報酬を定める

契約を結ぶ場合については、定期的に報酬を得る顧問等への就任には該・

当せず、当該報酬は寄付金、契約金等として申告する。

平成幼年(I 月立日

所属国全逗母~-も品街臼訪病成京

# 5/ 5 

璧

氏名

旱

土 lll 
（自暑願います）

（参考）薬事分科会規程第 11条

委員腐時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業か

ら定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない。



17-11-22; 19: 17 ;! __ ； 翡舟：匪検 ;, # 3/ 5 

（別紙） 農林水産省動物医薬品検査所企画連絡室技術指導課齋藤宛そ

才姐
回答表

FAX 042-321-1769 

薬事分科会における寄付金•契約金等受取（割当て）額申告書
（平成29年12月1日動物用医薬品等部会）

寄附金・契約金等の受取（割当て）額について、以下のとおり回答する。

平成29年12月1日開催の動物用医薬品等部会での審議事項に関係する
品目及び企業並びに影響を受ける企業

議題1: 動物用医薬品の製造販売承認の可否等について

企業名（申請企業）：千寿製薬株式会社

⑫ 受領なし
D 50万円以下
□ 50万円超-500万円以下
□ 500万円超

企業名（競合企業）：なし

｝ 
'※受取有りの場合
口 平 成27年度

D 平成28年度
口 平 成29年度

議題2:動物用生物学的製剤基準の一部改正について

影響を受ける企業：株式会社微生物化学研究所

g受領なし ※受取有りの場合
□ 50万円以下 口 平 成27年度
□ 50万円超-500万円以下 ｝ 口平成28年度
□ 500万円超 D 平成29年度

影齊を受ける企業：一般財団法人化学及血渚療法研究所

受領なし ※受取有りの場合
D 50万円以下 • D 平成27年度

且認翌晶-500万円以下 ｝ 日ご塁醤悶
影響を受ける企業： ゾエティス・ジャパン株式会社

⑫ 受領なし ※受取有りの場合
□ 50万円以下 口 平 成27年度

且醤盟誓00万円以下 ｝月謬翌昇
影響を受ける企業： ワクチノーバ株式会社

止受領なし
D 50万円以下
口 50万円超-5.00万円以下
□ 500万円超
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影響を受ける企業：株式会社科学飼料研究所

JZf受領なし ， ※受取有りの場合
□ 50万円以下 ，口平成27年度

且認翌贔500万円以下 ｝ ビ塁塁：塁塁
影響を受ける企業： ベーリンガーインゲルハイムベトメディカジャパン株式会社

¥0: 受領なし ※受取有りの場合
D 50万円以下 口 平 成27年度

且認翌晶ヽ 50.0万円以下 ｝且謬乱謬

譲題3:動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正について

影壱を受ける企業： 日本全薬工業株式会社 ' 

¢ 受領なし ・ ※受取有りの場合

且悶雰雷贔~500万円以下 ｝ げ塁塁塁塁
□ 500万円超 口 平 成29年度

影響を受ける企業：共立製薬株式会社

ば受領なし
□ 50万円以下
□ 50万円超-500万円以下
□ 500万円超
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影

｝ 
※受取有りの場合

□ 平成27年度
D 平成28年度

□．平成29年度

受領なし
50万円以下
50万円超-500万円以下

500万円超

合

度

度

度
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年

年

年

の
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り

2
2
2
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成
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平

受※
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D
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 ※申告対象期間は、過去3年度分とし、最も受取額の多い年度について回答する。

審蔑参加に関する確認宰項（平成20年12月19日薬事分科会確箆）に基づき、申請企
業及び競合企業に対して上記の申告内容について照会することについて、同意します。

平成 ':v~ 年 U 月 J,~ 日

賃氏名 /I、II I 久虔｝
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回 答表』1
FAX 042-321-17; P.I 

薬事分科会における寄付金・契約金等受取（占L~て）額申告書
（平成29年12月1日動物用医薬品傷；、会）

寄附金契約金等の受取（割当て）額について、以年とおり回答する。

I I 
乎成29年12月1日開催の動物用医薬品等部会で妨；議事項に関係する

品目及び企業並びに影響を受ける企業

議題1:動物用医薬品の製造販売承認の可否等につい

企業 （申請企業）：千寿製薬 式会社

• 受領なし
口 50万円以下 腐i

． ※受 りの場合

且腐翌贔500万円以下 } ~ 吼ロ虹7年度

業業 /1, 

棗悶塁
企名（競合企）：なし

｝
 

受ける企業： ワクチノーバ株式会社

受領なし
D 50万円以下

且認翌晶-500万円以下 ｝ 
1/3 
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受領なし
□ 50万円以下

且醤翌晶、500万円以下 ｝ 
影（を受ける企業：共立製薬株式会社

• 受領なし・

□ 50万円以下

且認盟雷500万円以下 ｝ 
影響を受ける企業：フジタ製薬株-式会社

団受領なし
□ 50万円以下

且認翌晶五500万円以下 ｝ 
影響を受ける企業： 田村製薬株式会社

受領なし

l 戸
御氏 名

月J--0日
--;-、• 一一

"iv凡
.
,
1
1

イ
•
―
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別添様式5 提出対象： 29.12.1開催動物用医薬品等部会

農林水産省 動物医薬品検査所技術指導課
齋藤宛て FAX 042-321-1769 

薬事・食品衛生審議会 薬事分科会

薬事分科会規程第 11条への適合状況の確認について

薬事分科会（部会、詞査会含む）への参加について、薬事分科会規程第 11

玉〗i三；：：と：；；;;;;, 五す：；は；a員問等（知）に

げ任していない。
その他、薬事関係企業との間で審議の公平さに疑念を生じさ

せる特別の利害関係を有していない。
（適合している項目にはチェック）

(※1)薬事に関する企業とは、次のいずれかに該当する企業をいう。

①医薬品、医療機器、再生医療等製品等の製造販売業の許可を取得して

いる企業。

②治験を実施しているなど、将来的に医薬品、医療機器、再生医療等製

品等の製造販売業の許可を受けることが見込まれる企業。

(※2)該当例：嘱託医、開発アドバイザー、技術指導又は助言を行うこと等に

ついて、個別の業務実績によらず、一定期間分の報醜（年額0万円、月

額x万円等）を受領する契約を結ぷ場合。

なお、単回の助言業務や会議出席等の業務実績に応じた報酬を定める

契約を結ぶ場合については、定期的に報酬を得る顧問等への就任には該

当せず、当該報酬は寄付金、契約金等として申告する。

平成21~11 月!l 日

所属 吼界ゴ溶
職名 名屠啄嘉
氏名 j羹忍憂f―

（自署願います）

（参考）薬事分科会規程第 11条

委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業か

ら定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない。



（別紙） 農林水産省動物医薬品検査所企画連絡室技術指導課齋藤宛て

回答表
FAX 042-321-1769 

薬事分科会における寄付金・契約金等受取（割当て）額申告書
（平成29年12月1日動物用医薬品等部会）

寄附金・契約金等の受取（割当て）額について、以下のとおり回答する。

平成29年12月1日開催の動物用医薬品等部会での審議事項に関係する
品目及び企業並びに影響を受ける企業

議題1:動物用医薬品の製造販売承認の可否等について

企，J..申請企業）：千寿製薬株式会社

受領なし
□ 50万円以下
□ 50万円超-500万円以下
□ 500万円超

企業名（競合企業）：なし

｝ 
※受取有りの場合
口平成27年度
□ 平成28年度
□ 平成29年度

’議題2:動物用生物学的製剤基準の一部改正について

影：競ける企業：株式会社微生物化学研究所

受領なし ※受取有りの場合
D 50万円以下 □ 平成27年度
□ 50万円超-500万円以下 ｝。 口平成28年度
□ 500万円超 ， 口平成29年度

影響を受ける企業：一般財団法人化学及血清療法研究所

受領なし
□ 50万円以下
□ 50万円超-500万円以下
□ 500万円超 ｝ 

※受取有りの場合
口平成27年度
□ 平成28年度
□ 平成29年度

影讐を受ける企業： ゾエティス・ジャパン株式会社

受領なし ・※受取有りの場合
□ 50万円以下 □ 平成27年度

且悶翌問ご00万円以下 ｝月認雲塁
影：を受ける企業：ワクチノーバ株式会社

受領なし
口 50万円以下
□ 50万円超-500万円以下
□ 500万円超
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ける企業：株式会社科学飼料研究所

受領なし ※受取有りの場合
口 50万円以下 □ 平成27年度

月悶翌霜500万円以下 ｝且謬盟悶
影響、を受ける企業： ベーリンガーインゲルハイムベトメディカジャパン株式会社

受領なし ※受取有りの場合
□ 50万円以下 □ 平成27年度

且認翌贔500万円以下 ｝且認盟悶

議題3:動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正について

影響を受ける企業： 日本全薬工業株式会社

回／受領なし

□ 50万円以下

口 50万円超-500万円以下
□ 500万円超
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 影響、李受ける企業：共立製薬株式会社

受領なし
□ 50万円以下

□ 50万円超-500万円以下
D 500万円超 ｝ 

※受取有りの場合
□ 平成27年度
□ 平成28年度

□ 平成29年度

影響Jを受ける企業：フジタ製薬株式会社

受領なし

□ 50万円以下
□ 50万円超-500万円以下
□ 500万円超

影：韮tる企業：田村製薬株式会社

受領なし
□ 50万円以下

□ 50万円超-500万円以下
□ 500万円超

｝ 
※受取有りの場合
□ 平成27年度
口平成28年度
□ 平成29年度

｝ 
※受取有りの場合
□ 平成27年度
□ 平成28年度
□ 平成29年度

※申告対象期間は、過去3年度分とし、最も受取額の多い年度について回答する。

審議参加に関する確認事項（平成20年12月19日薬事分科会確認）に基づき、申請企
業及び競合企業に対して上記の申告内容について照会することについて、同意します。

平成21年 !/月／、ク

御氏名 良~ 斎

2/2 



17-11-17・18・ • 2 8 ; 甘牲甜離合退合会

別添様式5 提出対象； 29.12.1開催動物用医薬品等部会

農林水産省 動物医薬品検査所技術指導課
寮藤宛て FAX 042-321-1769 

薬事・食品衛生審議会 薬事分科会
薬事分科会規程第 11条への適合状況の確認について

薬事分科会（部会、開査会含む）への参加について、薬事分科会規程第 11

条への適合状況を、以下のとおり回答いたします。

回薬事に関する企業叩）の役員又は職員ではない。

四稟事に関する企業叩）から定期的に報酬を得る顧問等 (*2)に

]任していない。
その他、薬事関係企業との間で審議の公平さに疑念を生じさ

せる特別の利害関係を有していない。
（適合している項目にはチェック）

(※1)薬事に関する企業とは、次のいずれかに該当する企業をいう。

①医薬品、医療機器、再生医療等製品等の製造販売業の許可を取得して

いる企業b

②治験を実施しているなど、将来的に医薬品、医療機器、再生医療等製

品等の製造販売業の許可を受けることが見込まれる企業。

(※2)該当例：嘱託医、開発アドバイザー、技術指導又は助言を行うこと等に

ついて、個別の棠務実績によらず、一定期間分の報酬（年額0万円、月

額x万円等）を受領する契約を結ぷ場合。

なお、単回の助言業務や会講出席等の業務実績に応じた報酬を定める

契約を結ぶ場合については、定期的に報酬を得る顧問等への就任には該

当せず、当該報酬は寄付金、契約金等として申告する。

（参考）薬事分科会規程第11条

平成2'1年 II月l'7日

所属曰本主迂切~~租誼且点令、

職名総合品喉保＃芦

氏名汽令心ー大
（自署願います）

委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企集の役員、職員又は当該企業か

ら定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない。

# 4/ 6 
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（別紙） 農林水産省動物医薬品検査所企画連絡室技術指導課齋藤宛て

回答表
FAX 042-321-1769 

薬事分科会における寄付金・契約金等受取（割当て）額申告書
（平成29年12月1日動物用医薬品等部会）

寄附金・契約金等の受取（割当て）額について、以下のとおり回答する。

平成29年12月1日開催の動物用医薬品等部会での審護事項に関係する

品目及び企業並びに影響を受ける企業

議題1:動物用医薬品の製造販売承認の可否等について

竺ピ名（申請企業）：千寿製薬株式会社

受領なし ※受取有りの場合
□ 50万円以下 □ 平成27年度

且醤翌霜500万円以下 ｝月認翡認
企業名（競合企業）：なし

議題2:動物用生物学的製剤基準の一部改正について

影響，，を受ける企業：株式会社微生物化学研究所

受領なし ※受取有りの場合

g~ 器翡贔。0万円以下 ｝且謬迄：
□ 500万円超 D 平成29年度

影響を受ける企業：一般財団法人化学及血清療法研究所

匹受領なし ※受取有りの場合
□ 50万円以下 □ 平成27年度

且認翌霜500万円以下 ｝且認翌謬
影響を受ける企業： ゾエティス・ジャパン株式会社

詔受領なし ※受取有りの場合
□ 50万円以下 D 平成27年度

習認翌盟;soo万円以下 ｝ 目平羹盟認
影響9を受ける企業：ワクチノーバ株式会社

受領なし
口 50万円以下
口 50万円超-500万円以下
□ 500万円超
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影響を受ける企業株式会社科学飼料研究所

虻受領なし ※受取有りの場合

且認努翡~500万円以下 ｝且認塁喜
□ 500万円超 □ 平成29年度

牙響を受ける企業： ベーリンガーインゲルハイムベトメディカジャパン株式会社

受領なし ※受取有りの場合
D 50万円以下 口平成27年度

且認翌晶、500万円以下 ｝月認翌謬

議題3:動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正について

影響を受ける企業： 日本全薬工業株式会社

田／受領なし

□ 50万円以下
D 50万円超-500万円以下
□ 500万円超
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 環1を受ける企業：共立梨薬株式会社

受領なし
D 50万円以下
□ 50万円超-500万円以下

D qOO万円超

影響／を受ける企業：フジタ製薬株式会

受領なし
口 50万円以下
□ 50万円超-500万円以下
口 500万円超
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影響を受ける企業： 田村製薬株式会社

ロ受領なし
□ 50万円以下
□ 50万円超-500万円以下

□ 500万円超 ｝ 
※受取有りの場合
D 平成27年度
□ 平成28年度
D 平成29年度

※申告対象期間は、過去3年度分とし、最も受取額の多い年度について回答する。

審護参加に関する確認事項（平成20年12月19日薬事分科会確認）に基づき、申請企
業及び競合企業に対して上記の申告内容について照会することについて、同意します。

平成 2 年 11月_/1日

御氏名免~~'—夫

2/2 
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（別紙） 巖林水産.省動物んI薬品検奎所

' ＇ 

連1 室技術指導課@り

j回 答
FA 042-32"'"'.,,..,~~ I'  

I II I 

i 

□ 50万円以下 ' ~ 
※ ：平取成有2り7の年場度合

□ 50万円超---500万 以下 ｝ 月！平成28年度
□1平成29年度

'・i 

}Ii「!~Ti!
法研究所影響を受ける

可受領なし
□ 50万円以下 ． 

月悶翌晶500万l円以下 ｝ 
影響を受ける企粟ゾエTィス・ジャパン

け受領なし
口 50万円以下
□ 50万円超-500万円以下

□ 500万円超

影響を受ける企業：ワクわ—バ株式会
団受領なし
□ 50万円以下

D 50万円超＾
□ 500万円超
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~ 影響を立ける企業：株式社科学飼' ... _ 

g 喜冒直；〗500万以下 }>'1i!f:『
D 500万円超 口平成29年度

影響を町る _: ベーI~ンガーインゲルJイム，，トメディカジャパン，式会社

受領なし

口 50万円以下 し
※、取有りの場合

且t霊誓OOJ以下 ｝ 
□1平成V年度
D 平成28年度
□ 平成49年度

議穎3:動物用医薬品及び医 品の使用の規俯こ関 る省令の一部改正について

影 ける企：日本薬工と式

fg]信~Jsoo万［以下 }I i;!fifi 
を

受領なし
0 50万円以下

□ 50万円超-500万円以下

□ 500万円超
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＇

場
年
年
年

の
7
8
9

り

2
.
2
.
2
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成

成

成

取

平
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受
—
ー

※
口

oI'
口

取斉りの場合
平成~7年度
平成28年度
平成29年度

I 

：． 

□
ロ
ロ

審謹参加に関する確認穿項i平成20年12月1
菜及び競合企業に対して上記 申告内容につい

平成汀年 II

、氏名

照、口戸



2017年11月22817月50分 栖大学群鍔腟 NO. 0246 P. 4 

別添様式5 提出対象： 29.12.1開催 動物用医薬品等部会

農林水産省 動物医薬品検査所技術指導課
齋藤宛て FAX 042-321-1769 

薬事・食品衛生審膿会 薬事分科会
薬事分科会規程第 11粂への適合状況の確認について

薬事分科会（部会、謂査会含む）への参加について、薬事分科会規程第 11

条への適合状況を、以下のとおり回答いたします。

凹薬事に関する企業叩）の役員又は職員ではない。
四薬事に調する企業叩）から定期的に報酬を得る顧問等（和）に

就任していない。
ロその他、薬事関係企業との間で審議の公平さに疑念を生じさ

せる特別の利害関係を有していない。
（適合している項目にはチェック）

(※1)薬事に関する企業とは、次のいずれかに該当する企業をいう。

①医薬品医療機器、再生医療等製品等の製造販売業の許可を取得して

いる企業。
②治験を実施しているなど、将来的に医薬品、医療機器｀再生医療等製

品等の製造販売業の許可を受けることが見込まれる企業。

(※2)該当例：嘱託医、開発アドバイザー、技術指湮又は助言を行うこと等に

ついて、個別の業務実績によらず、一定期間分の報酬（年額0万円、月

額x万円等）を受領する契約を結ぶ場合。
なお、単回の助言業務や会議出席等の業務実緩に応じた報酬を定める

契約を結ぷ場合については、定期的に報酬を得る顧問等への就任には該

当せず、当該報酬は寄付金、契約金等として申告する。

平成2.9年 ti月.,%I日

所属 j:成面大芹菟屯tp

職名叔綬

誌 ェ麻 rq:_[_杖
（自署順います）

（参考）薬宰分科会規程第 11条

委員、臨時委員又は専門委貝は、在任中、薬串に関する企案の役員、職貝又は当該企業か

ら定期的に報酬を得る頴間等に就任した場合には、辞任しなければならないロ



2017年11月22817峙49分 栖大学群鱒輯皇 NO. 0246 P. 2 

（別紙） 農林水産省動物医薬品検査所企画連絡室技術指導課齋藤宛て

回 答 表
FAX 042-321-1769 

薬事分科会における寄付金・契約金等受取（割当て）額申告書
（平成29年12月1日動物用医薬品等部会）

寄附金•契約金等の受取（割当て）額lごついて、以下のとおり回答する。

平成29年12月1日開催の動物用医薬品等部会での審議事項に関係する
品目及び企業並びに影響を受ける企業

議題1: 動物用医薬品の製造販売承諾の可否等について

企業名（申請企業）：千寿戟薬株式会社

凹受領なし
□ 50万円以下
D 50万円超-500万円以下
D 500万円超 • 
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年
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 企業名（競合企業）：なし

議題2:動物用生物学的製剤基準の一部改正について

影響を受ける企業：株式会社微生物化学研究所

回受領なし ※受取有りの場合
0 50万円以下 口平成27年度

甘認翌晶,500万円以下 ｝甘謬盟悶
影智を受ける企業：一般財団法人化学及血清療法研究所

団受領なし ※受取有りの場合
□ 50万円以下
□ 50万円超-500万円以下
□ 500万円超 一

ゾエティス・ジャパン株式会社

※受取有りの場合
口平成27年度
0 平成28年度
□ 平成29年度

影響を受ける企業：

四受領なし
□ 50万円以下
口 50万円超-500万円以下
口 500万円超 ｝ ワクチノーバ株式会社影響を受ける企業：

匹受領なし
□ 50万円以下
□ 50万円超-500万円以下
D 500万円超

合
度
度
度

場

年

年

年

の
7
8
9

り

2
2
2

有
成
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影響を受ける企業：株式会社科学飼料研究所

団受領なし ※受取有りの場合

書悶翡!500万円以下 ｝且ご塁旦悶
口 500万円超 D 平成29年度

影響を受ける企業：

ば受領なし

ペーI~ガーインゲルハイムベトメディカジャパン株式会社

※受取有りの場合
□ 50万円以下

□ 50万円超-500万円以下

口 500万円超

□ 平成27年度
D 平成28年度
口平成29年度｝ 

議題3:動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正について

影響を受ける企業： 日本全薬了業株式会社

団 f 受領なし ※受取有りの場合
□ 50万円以下 D 平成27年度
口 50万円超-500万円以下 }— 口平成28年度
□ 500万円超 D 平成29年度

影臀を受ける企業：共立製薬株式会社

叫受領なし
D 50万円以下

旦認翌晶,soo万円以下 ｝ 
影臀を受ける企業：フジタ製薬株式会社

団受領なし
□ 50万円以下

D 50万円超-500万円以下

□ 500万円超 ｝ 
影響を受ける企業： 田村製薬株式会社

図受領なし

※受取有りの場合，
D 平成27年度
口平成28年度
口平成29年度

※受取有りの場合
□ 平成27年度
□ 平成28年度
口平成29年度

口 50万円以下

□ 50万円超-500万円以下

□ 500万円超 ｝ 
※受取有りの場合
□ 平成27年度
口平成28年度
D 平成29年度

※申告対象期間は、過去3年度分とし` 最も受取額の多い年度について回答する。

審議参加に関する確認事項（平成20年12月19日薬宰分科会確認）に基づき、申請企
業及び競合企業に対して上記の申告内容について照会することについて、同意します。

平成 29年 II月 2I日

網氏名 又舟ヽ 汀み

2/2 
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別添様式5 提出対象： 29.12.1開催動物用医薬品等部会

農林水産省動物医薬品検査所技術指苺課
齋藤宛て FAX 042-321-1769 

薬事バ・食品衛生審議会薬事分科会

薬事分科会規程第 11条への適合状況の確認について

薬寧分科会（部会、調査会含む）への参加について、薬事分科会規程第 11

条への適合状況を、以下のとおり回答いたします。

図薬事に関する企業(※1)の役員又は職員ではない。

口薬事に関する企業(※1)から定期的に報酬を得る顧問等(※2)に

就任していない。

図その他、薬事関係企業との間で審議の公平さに疑念を生じさ

せる特別の利害関係を有していない。

（適合している項目にはチェック）

(※1)薬事に関する企業とは、次のいずれかに該当する企業をいう。

①医薬品医療機器、再生医療等製品等の製造販売業の許可を取得して
いる企業。

②治験を実施しているなど、将来的に医薬品、医療機器、再生医療等製

品等の製造販売業の許可を受けることが見込まれる企業。

(※2)該当例：嘱託医開発アドバイザー、技術指苺又は助言を行うこと等に

ついて、個別の業務実績によらず、一定期間分の報酬（年額〇万円、月

額X万円等）を受領する契約を結ぷ場合。

なお、単回の助言業務や会證出席等の業務実績に応じた報酬を定める

契約を結ぷ場合については、定期的に報酬を得る顧問等への就任には該

当せず、当該報酬は寄付金、契約金等として申告する。

（参考）薬車分科会規程第 11条

平成叶年 It 月た日

所属 \~t~ 巧

職名ス雨芍委困ヽ

氏名礼 t-宍-1, 

（目暑願います）

委員、臨時委員又は専門委貝は、在任中、薬専に関する企業の役員、職貝又は当該企業か

ら定期的に報酬を得る顧問等に就任した培合には、辞任しなければならない。

P006 
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（別紙） 農林水産省動物医薬品検査所企画連絡室技術指導課深藤宛て

回答表
FAX 042-321-1769 

薬事分科会における寄付金・契約金等受取（割当て）額申告書
（平成29年12月1日動物用医薬品等部会）

寄附金•契約金等の受取（割当て）額について、以下のとおり回答する。

平成29年12月1日開催の動物用医薬品等部会での審護事項に関係する
品目及び企業並びに影響を受ける企業

議題1: 動物用医薬品の製造販売承認の可否等について

企業名（申請企業）：千寿製薬株式会社

図受領なし
□ 50万円以下
□ 50万円超-500万円以下

•• 500万円超

企業名（競合企業）：なし

※受取有りの場合

｝ 
□ 平成27年度
□ 平成28年度
D 平成29年度

議題2:動物用生物学的製剤基準の一部改正について

影響を受ける企業：株式会社微生物化学研究所

回受領なし ※受取有りの場合
0 50万円以下 口平成27年度

月悶器霜500万円以下 ｝且認翌：閂
影春を受ける企業：一般財団法人化学及血清療法研究所

回受領なし ※受取有りの場合
D 50万円以下 口平成27年度

且認翌霜500万円以下 ｝月認雲：
影響を受ける企業： ゾエティス・ジャパン株式会社

四受領なし ※受取有りの場合

且認雰儡〗500万円以下 ｝ 旦ご塁猛悶
□ 500万円超 口 平 成29年度

影蓉を受ける企業： ワクチノーバ株式会社

回受領なし
D 50万円以下
D 50万円超-500万円以下

□ 500万円超 ｝ 
※受取有りの場合
口 平 成27年度
0 平成28年度
0 平成29年度

1/3 

P004 
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影響を受ける企業：株式会社科学飼料研究所

日受領なし
□ 50万円以下
□ 50万円超-500万円以下
□ 500万円超

合
度
度
度

場
年
年
年

の
7
8
9

芦
芦

麟
平
平
平

※
□
口

O｝
 

影容を受ける企業： ベーリンガーインゲルハイムベトメディカジャパン株式会社

図受領なし ※受取有りの場合
D 50万円以下 □ 平成27年度

月醤翌晶ヽ 500万円以下 ｝且認塁塁

議題3:動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正について

影響を受ける企業： 日本全薬工業株式会社

g受領なし

□ 50万円以下
0 50万円超-500万円以下

口 500万円超

合
度
度
度

場

年

年

年

の
7
8
9

り
2
2
2

有
成
成
成

取
平
平
平

受※
口
口

O｝
 影響を受ける企業：共立製薬株式会社

回受領なし
□ 50万円以下

且醤盟霜500万円以下 ｝ 
影響を受ける企業：フジタ製薬株式会社

回受領なし
□ 50万円以下

月悶雪、500万円以下 ｝ 
影響を受ける企業： 田村製薬株式会社

※受取有りの場合
0 平成27年度

□ 平成28年度
□ 平成29年度

※受取有りの場合
□ 平成27年度
D 平成28年度

D 平成29年度

回受領なし
口 50万円以下
口 50万円超-500万円以下

D 500万円超

合
度
度
度

場

年

年

年

の
7
8
9

り
2
2
2

有
成
成
成

取
平
平
平

受※
ロ
ロ
ロ｝

 ※申告対象期間は、過去3年度分とし、最も受取額の多い年度について回答する。

審議参加に関する確認亭項（平成20年12月19日薬事分科会確認）に基づき、申請企
業及び競合企業に対して上記の申告内容について照会することについて、同意します。

平成 ""!.,i 年 I( 月 公日

御氏名 込も秀＿穴

2/3 
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別添様式5

動物衛生研究所

提出対象、lJ,開催
I 

動物月医薬品等部会
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2017/11/20 10:30 勤物衛生研究所

I :l 
: :I 

画蓮絡室技術指導課齋藤宛土禾急←

1¥0-シ"03/05 

（別紙） 農林水産省動物医薬品検査所

FAX 
回答
042-32 

薬事分科会における寄付金・契約金
（平成29年12月1日 動 物

寄附金契約金等の受取（割当て）額に；

平成29年12月1日開催の動物用医薬品 ;~-

品目及び企業並びに影響を受ける企業 ： l 

議題1: 動物用医薬品の製造販売承認の可否亨にいて

企業名（申請企業）：千寿製薬株式会社/t 

、以下のとおり回答する。

での審議事 に関係する

受領なし
50万円以下 •• 
50万円超-5.00万円以下

500万円超

企業名（競合企業）：なし

団
□
ロ
ロ

•知受取有りの場
平成27年
平成28年
平成29年

団
□
口

O

影
二
2

ロ
ロ
ロ

影智を受ける企

図受領なし
□ 50万円以下
口 50万円超-500万円以下
□ 500万円超

V?. 



2017/11/20 10:30 動物衛生研究所

I :~ 

f¥o_シ"04/05 

影響を受ける企業：

図受領なし
□ 50方円以下
□ 50万円超-500万円以下

□ 500万円超 ｝
 

.,.. 受取有りの場

平成27年度
平成28年度
平成29年度

冒〗50~二／イノ〗[『f昌三紐
議題3:動物用医薬品及び医薬品の使用の規

影智を受ける企業： 日本全薬工業株式

図受領なし
D 50万円以下
0 50万円超-500万円以下

□ ~00万円超

＇丁

r

—杞受取有りの場
平成27年
平成28年
平成29年

改正について

影鑑を受ける企業：共立 1 株式ム社 i .' r: 受領なし 製薬 :z:s: ! 人受取有りの場合

0 50万円以下 ！ 血平成27年度

月認翌靡500万円以下 ｝ 且ご塁悶
影響を受ける企業：フジタ製薬株式会社II 

図受領なし i ':-受取有りの場

且認喜闘贔〗500万円以下 }i E棗塁猛
□ 500万円超 i 且平成29年

影響を受ける企業：・田村製薬株式会社! 'I 

回受領なし i : :• 受取有りの場

□ 50万円以下. I ・［平成27年

且雲霜;500万円以下 〗月認盟：
※申告対象期間は、過去3年度分とし、年」取額の多い年 について回答する。

業：帽~喜翌孟麿霜誤闊r~四翌日臼芦
乎成 :i..9'年 I I月 )D日

旦
-- i'ー

t

.
'
,
 

2
 

／
 

2
 

I 



電話番号： 2017.11.22 18:36 P. 5 

別添様式 5 提出対象： 29.12.1開催 動物用医栗品等部会

農林水産省 動物医薬品検査所技術指導課
齋藤宛て FAX 042-321-1769 

薬事・食品衛生審議会 薬事分科会
薬事分科会規程第 11条への適合状況の確認について

薬事分科会（部会、調査会含む）への参加について、薬車分科会規程第 11

条への適合状況を、以下のとおり回答いたします。

回薬事に関する企業叩）の役員又は職員ではない。

四薬事に関する企業向）から定期的に報酬を得る顧問等園!lに

就任していない。

団の他、薬事関係企業との間で審議の公平さに疑念を生じさ

せる特別の利害関係を有していない。
（適合している項目にはチェヅク）

(※1)薬事に関する企業とは、次のいずれかに該当する企業をいう。

①医薬品、医療機器｀再生医療等製品等の製造販売業の許可を取得して

いる企業。

②治験を実施しているなど、将来的に医薬品、医療機器、再生医療等製

品等の製造販売業の許可を受けることが見込まれる企業。

(※2)該当例：嘱託医｀開発アドバイザー、技術指等又は助言を行うこと等I::
ついて、個別の業務実綾によらず、一定期間分の報酬（年額0万円、月

額 x万円等）を受領する契約を結ぶ場合。

なお、単回の助言業務や会諾出席等の業務実績に応じた報酬を定める

契約を結ぷ場合については、定期的に報酬を得る顧問等への就任には該

当せず、当該報酬は寄付金、契約金等として申告する。

（参考）薬李分科会規程第 11条

平成叶年 (I月吟日

所限似薯— r.- 1ヽ惇
職名 詔食

氏名下心良
（自署願います）

委貝、臨時委負又は専門委員は、在任中、薬季に関する企莱の役員、織貝又は当該企棠か

ら定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない。



電話番号： I 2017.11.22 18:35 P. 3 

（別紙） 農林水産省動物医薬品検査所企画連絡室技術指苺課齋藤宛て

回答表
FAX 042-321-1769 

薬事分科会における寄付金・契約金等受取（割当て）額申告害
（平成29年12月1日1動物用医薬品等部会）

寄附金・契約金等の受取（割当て）額について、以下のとおり回答する。

平成29年12月1日開催の動物用医薬品等部会での審議事項に関係する
品目及び企業並びに影響を受ける企業

議題1:動物用医薬品の製造販売承認の可否等について

企業名（申請企業）：千寿製薬株式会社

戸受領なし
口 50万円以下
D 50万円超-500万円以下
□ 500万円超

合
度
度
度

場
年
年
年

の
7
8
9

り

2
2
2

有
成
成
成

取
平
平
平

受※

D

D
口

「L
~

企業名（競合企業）：なし

議題2:動物用生物学的製剤基準の一部改正について

影響を受ける企業：株式会社微生物化学研究所

庇受領なし
□ 50万円以下
□ 50万円超-500万円以下
□ 500万円超

合
度
度
度

場
年
年
年

の
7
8
9

り
2
2
2

有
成
成
成

取
平
平
平

受※
□
ロ
ロ｝

 
影響を受ける企業： 一般財団法人化学及血清療法研究所

屁受領なし ※受取有りの場合
口 50万円以下 □ 平成27年度

且［雲贔500万円以下 ｝ 且:塁翌悶
影響を受ける企業： ゾエティズジャパン株式会社

囮受領なし ※受取有りの場合
□ 50万円以下 D 平成27年度

且悶翌皐五500万円以下 } g; 雷塁塁
影害を受ける企業：ワクチノーバ株式会社

匹／受領なし

□ 50万円以下
D 50万円超-500万円以下
□ 500万円超

合
度
度
度

場
年
年
年

の
7
8
9

り

2
2
2

有
成
成
成

取
平
平
平

受※
ロ
ロ
0｝
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電話番号： l 2017.11.22 18:36 P. 4 

影客を受ける企業：株式会社科学飼料研究所

士受領なし

D 50万円以下 ｝ ※受取有りの場合

口平成27年度
□ 50万円超-500万円以下 D 平成28年度
口 500万円超 □ 平成29年度

彩響を受ける企業： ベーリンガーインゲルハイムベトメディカジャパン株式会社

杉受領なし ※受取有りの場合

□ 50万円以下 □ 平成27年度

旦認翌：：五500万円以下 } g; 塁塁悶
議題3:動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正について

影響を受ける企業： 日本全薬工業株式会社

む受領なし
□ 50万円以下
□ 50万円超~500万円以下
□ 500万円超

合
度
度
度

場
年
年
年

の
7
8
9

り

2
2
2

有
成
成
成

取
平
平
平

受※

D
o
ロ｝

 影響を受ける企業：共立毀薬株式会社

区受領なし

□ 50万円以下
□ 50万円超-500方円以下
□ 500万円超

合
度
度
度

場
年
年
年

の
7
8
9

り

2
2
2

有
成
成
成

取
平
平
平

受※
ロ
ロ
口｝

 
影響を受ける企業：フジタ製薬株式会社

匹受領なし
□ 50万円以下
□ 50万円超-500万円以下
D 500万円超

合
度
度
度

場

年

年

年

の
7
8
9

り

2
2
2

有
成
成
成

取
平
平
平

受※
ロ
ロ
ロ｝

 
影害を受ける企業： 田村製薬株式会社

店受領なし
口 50万円以下
D 50万円超-500万円以下
D 500万円超

合
度
度
度

場

年

年

年

の
7
8
9

り

2
2
2

有

成

成

成

取
平
平
平

受※
ロ
ロ
ロ｝

 ※申告対象期間は｀過去3年度分とし｀最も受取額の多い年度について回答する。

審諸参加に関する確認亭項（平成20年12月19日薬宰分科会確認）に基づき、申諸企
業及び競合企業に対して上記の申告内容について照会することについて、同意します。

平成巧年 II 月>工

土 D--御 氏 名 ＼虎
2/2 



別添様式5 提出対象： 29.12.1開催動物用医薬品等部会

農林水産省動物医薬品検査所技術指導課
齋藤宛て FAX 042-321ー17 6 9 

薬事・食品衛生審議会薬事分科会
薬事分科会規程第 11条への適合状況の確認について

薬事分科会（部会、調査会含む）への参加について、薬事分科会規程第 11

条への適合状況を、以下のとおり回答いたします。

血薬事に関する企業(※1)の役員又は職員ではない。

血薬事に関する企業(※1)から定期的に報酬を得る顧問等凶）に

就任していない。

団その他、薬事関係企業との闘で審議の公平さに疑念を生じさ

せる特別の利害関係を有していない。
（遍合している項目にはチェック）

(※1)薬事に関する企業とは、次のいずれかに該当する企業をいう。

①医薬品、医療機器、再生医療等製品等の製造販売業の許可を取得して
いる企業。

②治験を実施しているなど、将来的1;:医薬品、医療機器、再生医療等製

品等の製造販売業の許可を受けることが見込まれる企業。
(※2)該当例：嘱託医、開発アドバイザー、技術指導又は助言を行うこと等に

ついて、個別の業務実績によらず、一定期間分の報酬（年額〇万円、月
額x万円等）を受領する契約を結ぶ場合。

なお、単回の助言業務や会議出席等の業務実績に応じた報酬を定める

契約を結ぶ場合については、定期的に報酬を得る顧問等への就任には該

当せず、当該報酬は寄付金、契約金等として申告する。

（参考）薬事分科会規程第 11条

平成2.9年 ll月21日

所属 麻邪文屯

職名 准苓女将

氏名揖負永蒻ふ
（自暑願います）

委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業か

ら定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない。



（別紙） 農林水産省動物医薬品検査所企画連絡室技術指導課齋藤宛て

回答表
FAX 042-321-1769 

薬事分科会における寄付金・契約金等受取（割当て）額申告書

（平成29年12月1日動物用医薬品等部会）

寄附金・契約金等の受取（割当て）額について、以下のとおり回答する。

平成29年12月1日開催の動物用医薬品等部会での審議事項に関係する
品目及び企業並びに影響を受ける企業

議題1: 動物用医薬品の製造販売承認の可否等について

企業名（申請企業）：千寿製薬株式会社

日受領なし
□ 50万円以下
□ 50万円超-500万円以下
□ 500万円超

企業名（競合企業）：なし

※受取有りの場合

｝ 
□ 平成27年度
□ 平成28年度
□ 平成29年度

議題2:動物用生物学的製剤基準の一部改正について

影響を受ける企業：株式会社微生物化学研究所

団受領なし ※受取有りの場合
口 50万円以下 □ 平成27年度

且認翌晶ヽ 500万円以下 ｝且認醤昇
影響を受ける企業：一般財団法人化学及血清療法研究所

日受領なし ※受取有りの場合

且認召盟ば：500万円以下 }~ 且認迄：
□ 500万円超 □ 平成29年度

影響を受ける企業： ゾエティス・ジャパン株式会社

口受領なし
□ 50万円以下
□ 50万円超-500万円以下
□ 500万円超 ｝ 

※受取有りの場合
□ 平成27年度
□ 平成28年度
□ 平成29年度

影響を受ける企業：ワクチノーバ株式会社

材受領なし
□ 50万円以下
口 50万円超-500万円以下
□ 500万円超 ｝ 

※受取有りの場合
□ 平成27年度
□ 平成28年度
□ 平成29年度

1/3 



影響を受ける企業：株式会社科学飼料研究所

四受領なし ※受取有りの場合

且認百翡~500万円以下 ｝月謬猛悶
□ 500万円超 □ 平成29年度

影響を受ける企業： ベーリンガーインゲルハイムベトメディカジャパン株式会社

図受領なし ※受取有りの場合
□ 50万円以下 □ 平成27年度

□ 50)'. 円超-500万円以下 ｝ 口平成28年度
□ 500万円超 □ 平成29年度 ， 

議題3:動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正について

影響を受ける企業： 日本全薬工業株式会社

回受領なし ※受取有りの場合
□ 平成27年度□ 50万円以下 ｝ 

□ 50万円超-500万円以下 □ 平成28年度
□ 500万円超 □ 平成29年度

影響を受ける企業：共立製薬株式会社

団受領なし ※受取有りの場合
□ 50万円以下
□ 50万円超-500万円以下
□ 500万円超

□ 平成27年度
□ 平成28年度
□ 平成29年度｝ 

影響を受ける企業：フジタ製薬株式会社

団受領なし ※受取有りの場合
□ 50万円以下
□ 50万円超,...;,500万円以下

□ 500万円超 ｝ 
□ 平成27年度
□ 平成28年度
□ 平成29年度

影響を受ける企業： 田村製薬株式会社

屈受領なし
□ 50万円以下

且t器盟に500万円以下 ｝ 
※受取有りの場合
口平成27年度
□ 平成28年度
□ 平成29年度

※申告対象期間は、過去3年度分とし、最も受取額の多い年度について回答する。

審議参加に関する確認事項（平成20年12月19日薬事分科会確認）に基づき、申請企
業及び競合企業に対して上記の申告内容について照会することについて、同意します。

平成沼年 11 月 :Z( 日

御氏名須永藤ら

2/3 



別添様式 5 提出対象： 29.12.1開催 動物用医薬品等部会

農林水産省 動物医薬品検査所技術指導課

齋藤宛て FAX 042-321ー17 6 9 

薬事・食品衛生審議会 薬事分科会

薬事分科会規程第 11条への適合状況の確認について

薬事分科会（部会、調査会含む）への参加について、薬事分科会規程第 11

条への遼合状況を、以下のとおり回答いたします。

拿事に関する企業叩）の役員又は職員ではない。
国槃事に関する企業圏）から定期的に報酬を得る顧問等（痴） I:: 

げ任していない。
その他、薬事関係企業との間で審譜の公平さに疑念を生じさ

せる特別の利害関係を有していない。
（適合している項目にはチェック）

(※1)薬事に関する企業とは、次のいずれかに該当する企業をいう。

①医薬品、医療機器、再生医療等製品等の製造販売業の許可を取得して

いる企業。

②治験を実施しているなど、将来的に医薬品、医療機器、再生医療等製

品等の製造販売業の許可を受けることが見込まれる企業。

(※2)該当例：嘱託医、開発アドパイザー、技術指苺又は助言を行うこと等に

ついて、個別の業務実績によらず、一定期間分の報酬（年額0万円、月

額 x万円等）を受領する契約を緒ぷ場合。

なお、単回の助営業務や会議出席等の業務実績に応じた報酬を定める

契約を結ぷ場合については、定期的に報酬を得る顧問等への就任には該

当せず、当該報酬は寄付金契約金等として申告する。

平成砂年II月/J日

譴東令、火爵

職 名 穀 綬

氏名閃巧 兒
（自暑願います）

（参考）薬平分科会規程第 11条

委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企棠の役員、職員又は当該企業か

ら定期的に報酬を得る顆問等に就任した湯合には、辞任しなければならない。

ャ・doz:ol onl Doz 



（別紙） 農林水産省動物医薬品検査所企画連絡室技術指導課齋藤宛て

回答表
FAX 042-321-1769 

薬事分科会における寄付金・契約金等受取（割当て）額申告書
（平成29年12月1日動物用医薬品等部会）

寄附金・契約金等の受取（割当て）額について、以下のとおり回答する。

平成29年12月1日開催の動物用医薬品等部会での審議事項に関係する
品目及び企業並びに影響を受ける企業

議題1: 動物用医薬品の製造販売承認の可否等について

企業／名（申請企業）：千寿製薬株式会社

受領なし ※受取有りの場合
□ 50万円以下 □ 平成27年度

且認翌霜500万円以下 ｝且認芦農
企業名（競合企業）：なし

議題2:動物用生物学的製剤基準の一部改正について

影響を受ける企業：株式会社徹生物化学研究所

立受領なし ※受取有りの場合

且悶雰醤円500万円以下 ｝月謬塁塁
口 500万円超 □ 平成29年度

影響を受ける企業；一般財団法人化学及血清療法研究所

立受領なし＇ ※受取有りの場合

且認塁翡ご500万円以下 ｝ 月菜畠は塁
□ 500万円超 口平成29年度

影響を受ける企業： ゾエティス・ジャパン株式会社

ば／受領なし ※受取有りの場合
□ 50万円以下 □ 平成27年度

且認翌晶ヽ 500万円以下 ｝且悶掌塁
影閂を受ける企業：ワクチノーバ株式会社

受領なし
□ 50万円以下

且悶悶靡誓00万円以下 ｝ 
1/2 
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※受取有りの場合
D 平成27年度
D 平成28年度
D 平成29年度



受領なし
□ 50万円以下
□ 50万円超-500万円以下

□ 500万円超 ｝ 
※受取有りの場合
口 平 成27年度
D 平成28年度
□ 平成29年度・

影響／を受ける企業： ペーリンガーインゲルハイムペトメディカジャパン株式会

受領なし ※受取有りの場合
口 50万円以下 0 平成27年度
□ 50万円超-500万円以下 ｝ 口平成28年度
□ 500万円超 口平成29年度

議題3:動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正について

影響／を受ける企業： 日本全薬工業株式会社

受領なし ※受取有りの場合
□ 50万円以下 0 平成27年度

且悶翌~;soo万円以下 ｝ 日菜塁雲塁
影響を受ける企業：共立製薬株式会社

.o 受領なし
囚/50万円以下

□ 50万円超-500万円以下

□ 500万円超

影響を受ける企業：フジタ製薬株式会社

回？受領なし
□ 50万円以下

口 50万円超-500万円以下

口 500万円超

日
〗

り
2
2
2

有

成

成

成

取

平

平

平

受※
口
ご
ロ｝

 合
度
度
度

場
年
年
年

の
7
8
9

り

2
2
2

有

成

成

成

取

平

平

平

受※
ロ
ロ
ロ｝

 暑猜睾度受ける企業： EB村製薬株式会社

受領なし
□ 50万円以下
□ 50万円超-500万円以下

□ 500万円超 ｝ 
※受取有りの場合
□ 平成27年度
口平成28年度
□ 平成29年度

※申告対象期間は、過去3年度分とし、最も受取額の多い年度について回答する。

密議参加に関する確認事項（平成20年12月19日薬車分科会確認）に韮づき、申請企
業及び競合企業に対して上記の申告内容について照会することについて、同意しますD

平成.29年 I/月17日

御氏名 液)___ 3! 肘 訟

2/2 
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別添様式5 提出対象： 29.12.1開催動物用医薬品等部会

農林水産省動物医薬品検査所技術指導課
齋藤宛て FAX 042-321-1769 

薬事・食品衛生審議会薬事分科会

薬事分科会規程第 11条への適合状況の確認について

薬事分科会（部会、調査会含む）への参加について、薬事分科会規程第 11

条への適合状況を、以下のとおり回答いたします。

四薬事に関する企業国）の役員又は職員ではない。

図薬事に関する企業 (:IE1)から定期的に報酬を得る顧問等（知）に

・就任していない。

回その他、薬事関係企業との間で審議の公平さに疑念を生じさ

せる特別の利害関係を有していない。
,'(適合している項目にはチェック）

(※1)薬事に関する企業とは、次のいずれかに該当する企業をいう。

①医薬品、医療機器、再生医療等製品等の製造販売業の許可を取得して

いる企業。

②治験を実施しているなど、将来的に医薬品、医療機器、再生医療等製

品等の製造販売業の許可を受けることが見込まれる企業。
(※2)該当例：嘱託医、開発アドバイザー、技術指導又は助言を行うこと等に

ついて、個別の業務実績によらず、一定期間分の報酬（年額0万円、月

額X万円等）ーを受領する契約を結ぶ場合。 ， 

なお、単回の助言業務や会議出席等の業務実績に応じた報酬を定める

契約を結ぷ場合については、定期的に報酬を得る顧問等への就任には該

当せず、当該報酬は寄付金、契約金等として申告する。

（参考）薬車分科会規程第 11条

平成29年 II月2/日

所属睛碍知帽蒲岱苓粁

職名牙奇化黎狐

氏名叱④ 賊（贅
（自署願います）

委員、臨時委貝又は専門委員は、在任中｀薬李に関する企業の役員職員又は当該企業か

ら定四的I:::翠酬&laろ雇夏問笞I.=我ほした埠会には、呼江しなr-J-,i-.1,tならない。



（別紙） 農林水産省動物医薬品検査所企画連絡室技術指導課齋藤宛て
_直~,--------,

回答表
FAX. 042-,321-1769 

薬亭分科会における寄付金・契約金等受取（割当て）額申告書

（平成29年12月1日動物用医薬品等部会）

寄附金・契約金等の受取（割当て）額について、以下のとおり回答する。

平成29年12月1日開催の動物用医薬品等部会での審議事項に関係する

品目及び企業並びに影響を受ける企業

議題1:動物用医薬品の製造販売承認の可否等について

企業名（申請企業）：千寿製薬株式会社

辺受領なし
□ 50万円以下 ' 
□ 50万円超;...,,500万円以下
口 500万円超

企業名（競合企業）：なし

※受取有りの場合

｝ 
口平成27年度
□ 平成28年度
□ 平成29年度

議題2:動物用生物学的製剤基準の一部改正について

影響を受ける企業：株式会社微生物化学研究所

ピ受領なし 淡受取有りの場合
□ 50万円以下 □ 平成27年度

日認霜位500万円以下 } g-; 羹盟昇
影響を受ける企業：一般財団法人化学及血清療法研究所

豆受領なし ※受取有りの場合
D 50万円以下 • D 平成27年度

} □ 平成28年度□ qO万円超-500万円以下

□ 500万円超 ． 口 平 成29年度

影響を受ける企業： ゾエティス・ジャパン株式会社

図受領なし ※受取有りの場合
□ 50万円以下
□ 50万円超-500万円以下

□ 500万円超． ｝ 
口 平 成27年度
□ 平成28年度
D 平成29年度

影響を受ける企業：ワクチノーバ株式会社

回受領なし

且認讐ご00万円以下 ｝ D 50万円以下

1/3 

※受取有りの場合
口 平 成27年度

口 平 成28年度
□ 平成29年度



影響を受ける企業；株式会社科学飼料研究所

防受領なし ． ※受取有りの場合

且認盟儡~500万円以下 ｝け悶芦閂
□ 500万円超 口平成29年度

影響を受ける企業； ペーリンガーインゲルハイムベトメディカジャパン株式会社

回受領なし • ※受取有りの場合
□ 50万円以下 • D 平成27年度

□ 50万円超-500万円以下 } D 平成28年度
□ 500万円超 D 平成29年度

議題3.;動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正について

影響を受ける企業： 日本全薬工業株式会社

図受領なし •※受取有りの場合

且醤盟贔〗500万円以下 ｝且醤迄ご
□ 500万円超 • D 平成29年度'

影響を受ける企業；共立製薬株式会社

回受領なし
□ 50万円以下

□ 50万円超-500万円以下
ロ.500万円超

合
度
度
度

場
年
年
年

の
7
8
9

初
加
齢
如

取

平

平

平

受

．
※
□

D
口｝

 
影響を受ける企業：フジタ製薬株式会社

四受領なし

D 50万円以下

且悶悶嘉誓00万円以下 ｝ 
影害を受ける企業： 田村製薬株式会社

切受領なし
□ 50万円以下

且認忍開芦,500万円以下 ｝ 

※受取有りの場合
口平成27年度
口 平 成28年度

□ 平成29年度

※受取有りの場合
口平成27年度
o・ 平成28年度

□ 平成29年度

※申告対象期間は、過去3年度分とし、最も受取額の多い年度について回答する。

審諧参加に関する確認車項（平成20年12月19日薬事分科会確認）に基づき｀申請企
業及び競合企業に対して上記の申告内容について照会することについて、同意します。

平成 29年 Tl月 2/ .s 

御氏名 4釦痰印

2/3 
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別添様式5 提出対象： 29.12.1開催動物用医薬品等部会

膜林水産省動物医薬品検査所技術指導課
齋藤宛て FAX 042-321-1769 

薬事・食品衛生審議会薬事分科会
薬事分科会規程第 11条への適合状況の確認について

薬事分科会（部会、調査会含む）への参加について、薬事分科会規程第 11

条への適合状況を、以下のとおり回答いたします。

豆』事に関する企業 (li!1)の役員又は職員ではない。
事に関する企業叩）から定期的に報酬を得る顧問等（班）に

，任していない。
その他、薬事関係企業との間で審議の公平さに疑念を生じさ

せる特別の利害関係を有していない。
（適合している項目にはチェック）

(※1)薬事に関する企業とは、次のいずれかに該当する企業をいう。

①医薬品医療機器、再生医療等製品等の製造販売業の許可を取得して

いる企業。
②治験を実施しているなど、将来的に医薬品、医療機器、再生医療等製

品等の製造販売業の許可を受けることが見込まれる企業。
(※2)該当例：嘱託医、開発アドバイザー、技術指尊又は助言を行うこと等に

ついて、個別の業務実績によらず、一定期間分の報酬（年額0万円、月

額x万円等）を受額する契約を結ぶ場合。
なお、単回の助言業務や会諧出席等の業務実績に応じた報酬を定める

契約を結ぶ場合については、定期的に報酬を得る顧問等への就任には該

当せず、当該報酬は寄付金、契約金等として申告する。

平成呵年 {f月.LJ.-1ヨ

所属平界海埓大辱

麟、
氏名／賢町喀'i-.

（自署願います）

（参考）薬串分科会規程第 11条

委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬串に関する企業の役貝｀職員又は当該企業か

ら定期的に報酬を得る顧lllJ等に就任した場合には、辞任しなければならない。
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（別紙） 農林水産省動物医薬品検査所企画連絡室技術指導課齋藤 ， 叡礼
回答表

FAX 042.-321-1769 

薬事分科会における寄付金・契約金等受取（割当て）額申告書
（平成29年12月1日動物用医薬品等部会）

寄附金・契約金等の受取（割当て）額について、以下のとおり同答する。

平成29年12・月1日開催の動物用医薬品等部会での審議事項に関係する
品目及び企業並びに影響を受ける企業

議題1: 動物用医薬品の製造販売承認の可否等について

企業名（申請企業）：千寿製薬株式会社

図受領なし ※受取有りの場合
D 50万円以下. D 平成27年度

且認翌晶、500万円以下 ｝且認翡悶

企業名（競合企業）：なし

諮題2:動物用生物学的製剤基準の一部改正について

影菩を受ける企業：株式会社微生物化学研究所

可受領なし ※受取有りの場合
□ 50万円以下 D 平成27年度

且腐翌后00万円以下 ｝日芸醤悶
影響＇を受ける企業：一般財団法人化学及血清療法研究所

. ・, 

受領なし
□ 50万円以下
D 50万円超-500万円以下
□ 500万円超

影響を受ける企業： ゾュ；ティス・ジ----,,・-・・・-・・・" ......... .. 
受領なし

□ 50万円以下
D 50万円超-500万円以下
□ 500万円超
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影響1を受ける企業： ワクチノーパ株式会

受領なし
□ 50万円以下
□ 50万円超-500万円以下
D 500万円超

合
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度
度

場
年
年
年

の
7
8
9

り
2
2
2

有
成
成
成

取
平
平
平

受※
□
口

D｝
 1/3 
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”を受ける企業：株式会 "学飼料研究所

受領なし
□ 50万円以下
□ 50万円超-500万円以下

□ 500万円超 ｝ 
※受取有りの場合
□ 平成27年度
口 平 成28年度
D 平成29年度

影響を受ける企業： ベーリンガーインゲルハイムベトメディカジャパン株式会

受領なし ； ※受取有りの場合

且認翌闘犀500万円以下 ｝ 目塁塁塁塁
口 500万円超 □ 平成29年度

議題3:動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正について

影置を受ける企業： 日本全薬工業株式会社

受領なし: •• ※受取有りの場合
D 50万円以下 口 平 成27年度

且醤翌誓00万円以下 ｝ げ口塁翌謬
影轡を受ける企業：共立製薬株式会社

□ 受領なし
可 50万円以下
□ 50万円超-500万円以下

0 500万円超
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影響を受ける企業：フジタ製薬株式会社

回受領なし
□ 50万円以下
□ 50万円超;....,500万円以下

□ 500万円超

影春を受ける企業： 田村製薬株式会社

回受領なし
□ 50万円以下
口 50万円超-500万円以下

口 500万円超
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 ※申告対象期間は、過去3年度分とし` 最も受取額の多い年度1こついて回答する。

審護参加に関する確認亭項（平成20年12月19日薬事分科会確認）に基づき、申請企
業及び競合企業に対して上記の申告内容について照会することについて、同意します。

平成呼年 lI 月 .,__.i-- 日

御氏名 膚的賓~
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別添様式5 提出対象： 29.12.1開催 動物用医薬品等部会

農林水産省動物医薬品検査所技術指導課
齋藤宛て FAX 042-321-1769 

薬事・食品衛生審議会薬事分科会
薬事分科会規程第 11条への適合状況の確認について

薬事分科会（部会、調査会含む）への参加について、薬事分科会規程第 11

条への適合状況を、以下のとおり回答いたします。

炉薬事に関する企業叩）の役員又は職員ではない。

屁凜事に関する企業凶）から定期的に報酬を得る顧問等凶）に

点任していない。
の他、薬事関係企業との間で審議の公平さに疑念を生じさ

せる特別の利害関係を有していない。
（適合している項目にはチェック）

(※1)薬事に関する企業とは、次のいずれかに該当する企業をいう。

①医薬品、医療機器、再生医療等製品等の製造販売業の許可を取得して

いる企業。

②治験を実施しているなど、将来的に医薬品、医療機器、再生医療等製

品等の製造販売業の許可を受けることが見込まれる企業。

(※2)該当例：嘱託医、開発アドバイザー、技術指導又は助言を行うこと等に

ついて、個別の業務実績によらず、一定期間分の報酬（年額〇万円、月

額x万円等）を受領する契約を結ぶ場合。

なお、単回の助言業務や会議出席等の業務実績に応じた報酬を定める

契約を結ぶ場合については、定期的に報酬を得る顧問等への就任には該

当せず、当該報酬は寄付金、契約金等として申告する。

平成年(/月辺

所属¢核ゑ燐汎紅杞
職名湧さ邑ギ斗各汀れ桑

＇象（自暑願います）

認

（参考）薬事分科会規程第 11条

委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業か

ら定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない。



（別紙） 農林水産省動物医薬品検査所企画連絡室技術指導課齋藤宛て

回答表
FAX 042-321-1769 

薬事分科会における寄付金・契約金等受取（割当て）額申告書
（平成29年12月1日動物用医薬品等部会）

寄附金契約金等の受取（割当て）額について、以下のとおり回答する。

平成29年12月1日開催の動物用医薬品等部会での審議事項に関係する
品目及び企業並びに影響を受ける企業

議題1: 動物用医薬品の製造販売承認の可否等について

:名（申請企業）：千寿製薬株式会社

受領なし ※受取有りの場合
□ 50万円以下
□ 50万円超-500万円以下
□ 500万円超

企業名（競合企業）：なし

｝ 
□ 平成27年度
□ 平成28年度
D 平成29年度

議題2:動物用生物学的製剤基準の一部改正について

影響を受ける企業：株式会社微生物化学研究所

ど受領なし ※受取有りの場合

且認盟累500万円以下 ｝且認盆ば
□ 500万円超 □ 平成29年度

影響を受ける企業：一般財団法人化学及血清療法研究所

区／受領なし ※受取有りの場合
□ 50万円以下 D 平成27年度

且醤翌晶J500万円以下 ｝且認翡ば
影響を受ける企業： ゾエティス・ジャパン株式会社

只／受領なし ※受取有りの場合
□ 50万円以下 □ 平成27年度

且醤翌ご゚ 0万円以下 ｝且謬醤昇
影響を受ける企業：ワクチノーバ株式会社

A:i受領なし
□ 50万円以下
□ 50万円超-500万円以下
□ 500万円超 ｝ 

※受取有りの場合
□ 平成27年度
口平成28年度
□ 平成29年度
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株式会社科学飼料研究所

｝ 
※受取有りの場合
□ 平成27年度
□ 平成28年度
□ 平成29年度

影響を受ける企業： ベーリンガーインゲルハイムベトメディカジャパン株式会社

戸／受領なし ． ※受取有りの場合

且醤塁翡~500万円以下 ｝ 且ご塁塁ば
□ 500万円超 □ 平成29年度

議題3:動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正について

影響を受ける企業： 日本全薬工業株式会社

戸受領 な し
□ 50万円以下
□ 50万円超-500万円以下
□ 500万円超 ｝ 

※受取有りの場合
D 平成27年度

□ 平成28年度
□ 平成29年度

影響を受ける企業：共立製薬株式会社

・犀／受領なし

□ 50万円以下
□ 50万円超-500万円以下
□ 500万円超 ｝ 

※受取有りの場合
□ 平成27年度
□ 平成28年度

□ 平成29年度

影響を受ける企業：フジタ製薬株式会社

互受領なし
□ 50万円以下
□ 50万円超-500万円以下
□ 500万円超

影響を受ける企業： 田村製薬株式会社

戸受領なし
□ 50万円以下
□ 50万円超-500万円以下
□ 500万円超
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 ※申告対象期間は、過去3年度分とし、最も受取額の多い年度について回答する。

審議参加に関する確認事項（平成20年12月19日薬事分科会確認）に基づき、申請企
業及び競合企業に対して上記の申告内容について照会することについて、同意します。

平成ン7年／／ 月~ 日

、氏名~叫戻
2/3 
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別添様式5 提出対象： 29.12.1開催動物用医薬品等部会

農林水産省動物医薬品検査所技術指導課

齋藤’宛可表 FAX 042-321-176_9 

薬事・食品衛生審議会薬事分科会
薬事分科会規程第 11条への適合状況の確認について

薬事分科会（部会、調査会含む）への参加について、薬事分科会規程第 11

条への適合状況を、以下のとおり回答いたします。

国薬事に関する企業（和）の役員又は職員ではない。
凹薬事に関する企業(※1)から定期的に報酬を得る顧問等（知）に

就任していない。

団その他、薬事関係企業との間で響議の公平さに疑念を生じさ

せる特別の利害関係を有していない。

（適合している項目にはチェック）

(※1)薬事に関する企業とは、次のいずれかに該当する企業をいう。

①医薬品、医療機器、再生医療等製品等の製造販売業の許可を取得して

いる企業。

②治験を実施しているなど、将来的に医薬品、医療機器、再生医療等製

品等の製造販売業の許可を受けることが見込まれる企業。

(※2)該当例：嘱託医、開発アドバイザー、技術指導又は助言を行うこと等に

ついて、個別の業務実績によらず、一定期間分の報酬（年顎0万円、月

額x万円等）を受領する契約を結ぶ場合。 ． 

なお、単回の助言業務や会議出席等の業務実績に応じた報酬を定める

契約を結ぶ場合については、定期的に報酬を得る顧問等への就任には該

当せず、当該報酬は寄付金、契約金等として申告する。

（参考）薬事分科会規程第 11条

平成 .:i.-q年ぃ月 l'i日

所属 専気］や

職名 'J¥)7'-元匁綬支

氏名 山＄苺拭主
（自暑願います）

委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業か

ら定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない．
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（別紙） 農林水産省動物医薬品検査所企画連絡室技術指導課齋藤宛で柑L

回 答表
FAX. 042-321-1769 

薬事分科会における寄付金・契約金等受取（割当て）額申告書
（平成29年12月1日動物用医薬品等部会）

寄附金・契約金等の受取（割当て）額について、以下のとおり回答する。

平成29年12月1日開催の動物用医薬品等部会での審議事項に関係する
品目及び企業並びに影響を受ける企業

議題1: 動物用医薬品の製造販売承認の可否等について

企業名（申請企業）：千寿製薬株式会社

回受領なし
口 50万円以下
D 50万円超-500万円以下
口 500万円超 ｝ 

※受取有りの場合
□ 平成27年度
□ 平成28年度
D 平成29年度

企業名（競合企業）：なし

議題2:動物用生物学的製剤基準の一部改正について

影響を受ける企業：株式会社微生物化学研究所

団受領なし ※受取有りの場合
□ 50万円以下 □ 平成27年度

且認翌贔、500万円以下 ｝ 且 認 醤 昇

影響を受ける企業：一般財団法人化学及血清療法研究所

図受領なし ※受取有りの場合

且認盟は〗500万円以下 ｝且認畠悶
口 500万円超 □ 平成29年度

影響を受ける企業： ゾエティス・ジャパン株式会社

g受領なし ※受取有りの場合
□ 50万円以下 □ 平成27年度

且認 翌霜500万円以下 ｝ 且 悶 翡 悶

影響を受ける企業；ワクチノーバ株式会社

団受領なし
□ 50万円以下
□ 50万円超-500万円以下
□ 500万円超 ｝ 

※受取有りの場合
□ 平成27年度
□ 平成28年度
□ 平成29年度
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影響を受ける企業：株式会社科学飼料研究所

図受領なし

□ 50万円以下 ｝ ※受取有りの場合
口平成27年度

□ 50万円超-500万円以下 口 平 成28年度
□ 500万円超 D 平成29年度

影響を受ける企業： ペーリンガーインゲルハイムペトメディカジャパン株式会社

屈受領なし ※受取有りの場合
□ 50万円以下

□ 50万円超-500万円以下 ｝ □ 平成27年度
□ 平成28年度

□ 500万円超 □ 平成29年度

議題3:動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正について

影団響を受ける企業： 日本全薬工業株式会社

受領なし
口 50万円以下
D 50万円超-500万円以下
□ 500万円超 ｝

 

※受取有りの場合
□ 平成27年度
□ 平成28年度
D 平成29年度

影賣を受ける企業：共立製薬株式会社

受領なし
□ • 50万円以下
□ 50万円超-500万円以下

□ 500万円超

影響を受ける企業：フジタ製薬株式会社

回9 受領なし

□ 50万円以下
□ 50万円超~500万円以下
□ 500万円超

｝ 
※受取有りの場合
口平成27年度
D 平成28年度
D 平成29年度

｝ 
※受取有りの場合
口平成27年度

• □ 平成28年度，

□ 平成29年度
，
 影響を受ける企業： 田村製薬株式会社

豆受領なし
D 50万円以下
□ 50万円超-500万円以下

□ 500万円超
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 ※申告対象期間は、過去3年度分とし、最も受取額の多い年度について回答する。

審議参加に関する確認事項（平成20年12月19日薬車分科会確認）に基づき、申請企
業及び競合企業に対して上記の申告内容について照会することについて、同意します。

平成必1 年 I I 月 I~ 日

翌氏名 と 田誓霞ク
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